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令和２年度「教員等の出退勤時刻実態調査結果（速報値）」について【概要】 

 

令 和 ３ 年 ２ 月 ３ 日  

千葉県教育庁教育振興部教職員課  

電話 ０４３－２２３－４０３６  

  

  令和２年１１月に実施した、公立学校の教員等を対象とした出退勤時刻実態調査結果  

（速報値）がまとまりました。 

この調査は、学校における業務改善の推進に向けて、基礎的データを得ることを目的

として実施したものです。 

 

１ 調査方法等 

（１）調査対象 

   校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手、講師 

（※フルタイム勤務職員全員） 

（２）調査期間 

   令和２年１１月１日（日）から１１月３０日（月）までの１か月間 

    ※調査結果の速報値となります。 

（３）調査対象校 

県内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校 

（千葉市立の学校及び市立高等学校を除く） 

（４）調査の実施方法 
①市町村立学校 

市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び市立特別支援学校においては、      

各市町村教育委員会が管下の教職員の実態をそれぞれの方法で把握し、当該月の 
平日及び土日における各出退勤時刻、在校等時間の平均、当該月の時間外在校等 
時間が４５時間を超える者の人数を取りまとめ、各教育事務所を通して県教育委員
会に報告する。 
②県立学校 

県立の中学校、高等学校及び特別支援学校においては、ＩＣカード式タイム  
レコーダ及び管理システムを活用して出退勤時刻を記録し、対象職員の当該月の 
平日及び土日における在校等時間、当該月の時間外在校等時間が４５時間を超える
者の人数を管理職が取りまとめて県教育委員会に報告する。 

 
 

２ 調査結果の概要  

①月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える教諭等の校種別割合 

職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等（Ｒ２.11月） ４７．３％ ６０．６％ ６０．３％ ３５．８％ ９．９％ 

※「教諭等」：主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手及び講師 

教諭等における全校種の平均     ４４．４％ 
 

 
②月当たりの時間外在校等時間（校種別） 

職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等（Ｒ２.11月） ４４時間３６分 ５９時間２４分 ５１時間１５分 ４１時間４６分 ２７時間３９分 

教諭等における全校種の平均     ４５時間５８分 

 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/vision/symbol/m-1-1.jpg


2 

 

令和２年度「教員等の出退勤時刻実態調査結果（速報値）」【データ編】 
 

１ 調査方法等 
（１）調査対象教職員 
   校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手、講師 

（※フルタイム勤務職員全員） 
 
（２）調査期間  
   令和２年１１月１日（日）から１１月３０日（月）までの１か月間 
   ※調査結果の速報値となります。 
 
（３）調査対象校 
   県内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校 

（千葉市立の学校及び市立高等学校を除く） 
 
（４）調査の実施方法 

①市町村立学校 
市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び市立特別支援学校においては、      

各市町村教育委員会が管下の教職員の実態をそれぞれの方法で把握し、当該月の 
平日及び土日における各出退勤時刻、在校等時間の平均、当該月の時間外在校等  
時間が４５時間を超える者の人数を取りまとめ、各教育事務所を通して県教育委 
員会に報告する。 

②県立学校 
県立の中学校、高等学校及び特別支援学校においては、ＩＣカード式タイム   

レコーダ及び管理システムを活用して出退勤時刻を記録し、対象職員の当該月の 
平日及び土日における在校等時間、当該月の時間外在校等時間が４５時間を超える
者の人数を管理職が取りまとめて県教育委員会に報告する。 

 
２ 調査結果について 

（１）全校種（市町村立学校、県立学校） 

①月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える教諭等の割合 

職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等（Ｒ２.11月） ４７．３％ ６０．６％ ６０．３％ ３５．８％ ９．９％ 

※「教諭等」：主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手及び講師 

教諭等における全校種の平均     ４４．４％ 
 
②月当たりの時間外在校等時間（校種別） 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等（Ｒ２.11月） ４４時間３６分 ５９時間２４分 ５１時間１５分 ４１時間４６分 ２７時間３９分 

教諭等における全校種の平均     ４５時間５８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える教諭等の割合について、教諭等における全校種

の平均が４４．４％だった。特別支援学校においては１０％を下回ったが、中学校や義務教育学

校においては、６０％を超えた。 

〇月当たりの時間外在校等時間について、教諭等における全校種の平均は４５時間５８分であり、

県の目標である「４５時間を超えないようにする」を５８分超えていた。小学校、高等学校、    

特別支援学校においては、県の目標を達成できたが、中学校、義務教育学校においては、平均が  

５０時間を超える実態であることが明らかになった。 
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※令和２年度は在校等時間の調査であり、令和元年度までは在校時間の調査であるため、 

令和元年度までの調査結果は参考として掲載している。   
 
 
① … 校外において職務として行う研修や児童生徒の引率等の職務に従事している時間 

   ② … 地方公共団体で定めるテレワークの時間 
   ③ … 勤務時間外における自己研鑽及び業務外の時間（教職員からの自己申告による） 
   ④ … 休憩時間 
 
           

 

 

 

 

（２）市町村立学校（小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校） 

①月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える者の割合 

職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） ２６．０％ ２３．０％ ５０．０％  ５０．０％ 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ８２．９％ ７９．１％ ８３．３％ １００％ 

教諭等（Ｒ２.11月） ４７．３％ ６０．６％ ６０．３％ １７．４％ 

教諭等における市町村立学校全体の平均  ５１．８％ 
    
②月当たりの時間外在校等時間 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） ３６時間１７分 ３４時間３４分 ４９時間３３分 ２７時間１９分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ６２時間５６分 ６６時間２３分 ６４時間４９分 ８０時間 ７分 

教諭等（Ｒ２.11月） ４４時間３６分 ５９時間２６分 ５１時間１５分 ２９時間５６分 

教諭等における市町村立学校全体の平均  ４９時間４７分 
   
（参考） 月当たりの時間外在校等時間が８０時間を超える者の割合 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長  （Ｒ２.11月） １．４％ １．６％ ０％ ０％ 

〃  （Ｒ元.11月） ０．９％ １．９％ ０％ ０％ 

〃  （Ｈ30.11月） ２．２％ ２．５％ ０％ ０％ 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） １８．３％ ２８．８％ ０％ ４０．０％ 

〃  （Ｒ元.11月） ２７．３％ ３１．７％ ５０．０％ ２０．０％ 

〃  （Ｈ30.11月） ３６．２％ ４２．７％ ５０．０％ ０％ 

教諭等（Ｒ２.11月） ４．４％ ２３．５％ １４．３％ ０．５％ 

〃 （Ｒ元.11月） ８．１％ ２９．５％ ３２．８％ ０％ 

〃  （Ｈ30.11月） １１．５％  ３０．５％ ３６．９％ ０％ 

※令和元年度までは「月当たりの時間外の在校時間が８０時間を超える者の割合」として算出 
  
 
 

 

 

 

在校している時間 在校等時間 ①及び② ③及び④ 

在校時間 学校に在校している時間 出張等校外で業務に当たっている時間 

※Ｒ２.１１月の高校の教諭等における１日当たりの時間外「在校時間」と「在校等時間」の差異は   

約４分となり、他の学校種においても、その差異はほぼ同じと想定し、参考として経年比較する。 

休憩時間 



4 

 

③平日における１日当たりの時間外在校等時間 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） １時間４９分 １時間４１分 ２時間３９分 １時間２６分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ３時間 ７分 ３時間 ４分 ３時間１８分 ４時間 ７分 

教諭等（Ｒ２.11月） ２時間１２分 ２時間２８分 ２時間３８分 １時間２５分 

※７時間４５分を超えた在校等時間を算出 
 
 
 
 

④平日の１日当たりの在校等時間 

※令和元年度までは「平日１日当たりの在校時間」として算出 

 
 
 
⑤土・日曜日の１日当たりの在校等時間（振替休日含む） 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長  （Ｒ２.11月） ０時間１４分 ０時間１９分 ０時間４５分 ０時間 ０分 

〃  （Ｒ元.11月） ０時間１６分 ０時間２３分 ０時間５３分 ０時間 ０分 

〃  （Ｈ30.11月） ０時間３０分 ０時間４１分 ０時間 ７分 ０時間 ０分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ０時間４６分 １時間１２分 ０時間２６分 ０時間 ９分 

〃  （Ｒ元.11月） ０時間５６分 １時間３４分 ３時間 ４分 ０時間 ０分 

〃  （Ｈ30.11月） １時間３７分 ２時間 ６分 １時間２２分 ０時間 ０分 

教諭等（Ｒ２.11月） ０時間３２分 １時間３５分 ０時間４８分 ０時間 ０分 

〃  （Ｒ元.11月） ０時間２６分 ２時間 ３分 ０時間４６分 ０時間 ０分 

〃  （Ｈ30.11月） ０時間４５分 ２時間４９分 １時間２２分 ０時間 ０分 

※令和元年度までは「土・日曜日の１日当たりの在校時間」として算出 

 

 

 

 

 

 

 

職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長  （Ｒ２.11月） ９時間３４分 ９時間２６分 １０時間２４分 ９時間１１分 

〃  （Ｒ元.11月）   ９時間４０分   ９時間１８分 ９時間１９分 １０時間１０分 

〃  （Ｈ30.11月） １０時間２３分 １０時間１３分 ９時間５５分  ９時間５６分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） １０時間５２分 １０時間４９分 １１時間 ３分 １１時間５２分 

〃 （Ｒ元.11月） １１時間 ４分 １０時間５５分 １０時間３２分 １１時間３９分 

〃  （Ｈ30.11月） １２時間 ２分 １１時間５７分 １１時間３４分 １１時間３１分 

教諭等（Ｒ２.11月） ９時間５７分 １０時間１３分 １０時間２３分 ９時間１０分 

〃  （Ｒ元.11月） １０時間１２分 １０時間２４分 １０時間１５分   ９時間３９分 

〃 （Ｈ30.11月） １１時間 ６分 １１時間 ９分 １０時間５５分 １０時間 １分 
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（３）県立学校（中学校、高等学校、特別支援学校） 
  

①月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える者の割合 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長  （Ｒ２.11月） － ５．７％ ５．６％ 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） １００％ ５６．５％ ６５．１％ 

教諭等（Ｒ２.11月） ５７．６％ ３５．８％ ９．３％ 

教諭等における県立学校全体の平均  ２７．３％ 
  
②月当たりの時間外在校等時間 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長  （Ｒ２.11月） － ２４時間４３分 ２７時間５４分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ６０時間２７分 ５６時間２７分 ５５時間２２分 

教諭等（Ｒ２.11月） ５３時間２２分 ４１時間４６分 ２７時間２９分 

教諭等における県立学校全体の平均  ３７時間１１分 

 

（参考１）高等学校の全日制と通信制・定時制の月当たりの時間外在校等時間 
職種（調査時期） 高等学校 

（全日制） 

高等学校 

（通信制・定時制） 

校長  （Ｒ２.11月） ２４時間３９分 ３１時間４９分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ５９時間３０分 ３０時間 ５分 

教諭等（Ｒ２.11月） ４３時間 ９分 １６時間５０分 

 

 

 

 

【市町村立学校について】 

〇教諭等の「①月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える者の割合」は５１．８％   

だった。また、「②月当たりの時間外在校等時間」について、教諭等の平均は、県の目標で

ある４５時間以内よりも４時間４７分多い４９時間４７分だった。中学校、義務教育学校に

おいて、教諭等の「①月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える者の割合」は６０％

を超え、「②月当たりの時間外在校等時間」について５０時間を超えていた。 

〇各校種とも、副校長、教頭の時間外在校等時間が他の職種よりも長く、「②月当たりの時間

外在校等時間」は全ての校種で６０時間を超えていた。 

〇「（参考）時間外在校等時間が８０時間を超える者の割合」について、昨年度と比較した   

場合、ほとんどの校種、職種で減少しており、業務改善が図られていると推測できる。 

〇教諭等の「③平日１日当たりの時間外在校等時間」は特別支援学校を除き２時間以上で  

あった。また、副校長・教頭については全ての校種で３時間を超えていた。今年度は放課後

に新型コロナウイルス感染予防のための消毒や外部機関との連絡調整等があり、業務過多の

状況であったと考えられる。 
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（参考２）月当たりの時間外在校等時間を８０時間超える者の割合  
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） － ０．８％ ０％ 

〃  （Ｒ元.11月） － ０％ ０％ 

〃  （Ｈ30.11月） － ０％ ２．８％ 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ０％ １２．１％ ４．８％ 

〃  （Ｒ元.11月） ０％ ５．３％ １１．１％ 

〃  （Ｈ30.11月） ０％ ２５．４％ ５０．８％ 

教諭等（Ｒ２.11月） ２４．２％ ８．０％ ０．０３％ 

〃  （Ｒ元.11月） ３２．４％ １６．５％ ０．０３％ 

〃  （Ｈ30.11月） ３５．３％ ２５．９％ １．４％ 

※令和元年度までは「月当たりの時間外の在校時間が８０時間を超える者の割合」として算出 

※中学校の校長は、中高一貫校につき該当者なし 

※Ｒ２.１１月、Ｒ元.１１月の特別支援学校の値のみ小数第２位まで算出（０．１％未満のため） 

 
県立学校全体（教諭等）の平均   ５．５％ 

   参考： Ｒ元．１１月の平均  １１．３％ 
         Ｈ30．１１月の平均  １８．３％ 
 

 

③平日における１日当たりの時間外在校等時間 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） － １時間１０分 １時間２７分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ３時間１０分 ２時間４４分 ２時間５３分 

教諭等（Ｒ２.11月） ２時間２１分 １時間３６分 １時間２５分 

 

 

④平日の１日当たりの在校等時間 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） －  ８時間５５分  ９時間１２分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） １０時間５５分 １０時間２９分 １０時間３８分 

教諭等（Ｒ２.11月） １０時間 ６分  ９時間２１分  ９時間１０分 

※令和２年度は正規の勤務時間を７時間４５分として算出 

 

 

⑤土・日曜日の１日当たりの在校等時間（振替休日含む） 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） － ０時間１３分 ０時間０１分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ０時間００分 ０時間２３分 ０時間０２分 

教諭等（Ｒ２.11月） ０時間４６分 １時間０１分 ０時間０１分 
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⑥月当たりの時間外在校時間 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 

（全日制） 

高等学校 

(通信制・定時制) 

特別支援学校 

校長 （Ｒ２.11月） － ２５時間３２分 ３１時間４９分 ２８時間４９分 

〃  （Ｒ元.11月） － ２０時間２３分 １６時間３０分 ３２時間５１分 

〃  （Ｈ30.11月） － １８時間２７分 ２２時間４５分 ３３時間３２分 

副校長・教頭（Ｒ２.11月） ６０時間２７分 ６４時間１１分 ３０時間０８分 ５７時間４８分 

〃  （Ｒ元.11月） ５８時間１０分 ６２時間１７分 ４４時間３２分 ７２時間１２分 

〃  （Ｈ30.11月） ５０時間５２分 ６９時間２６分 ４７時間５６分 ８５時間５３分 

教諭等（Ｒ２.11月） ５３時間２２分 ４５時間００分 １７時間０６分 ２７時間３４分 

〃  （Ｒ元.11月） ５９時間３３分 ５１時間 ３分 １４時間３１分 ２９時間１３分 

〃  （Ｈ30.11月） ６３時間５０分 ５７時間４５分 １５時間２９分 ３４時間１３分 

※令和２年度も「在校時間」として算出 
※中学校の校長は、中高一貫校につき該当者なし 

 

 

 

 

 

 

 

【県立学校について】 

〇教諭等の「①月当たりの時間外在校等時間が４５時間を超える者の割合」は、特別支援学校

が９．３％であったが、県立中学校は５７．６％、高等学校は３５．８％であった。特に   

県立中学校においては授業準備に加え、１２月の県立中学校入学者適性検査に関わる業務、  

コロナウイルス感染拡大予防の業務等があったことが要因の一つと考えられ、市町村立  

中学校と同様に時間外在校等時間が多い状況であった。 

〇教諭等の「②月当たりの時間外在校等時間」の平均は３７時間１１分であり、県の目標であ

る月当たりの時間外在校等時間４５時間以内を下回った。 

〇「（参考２）月当たりの時間外在校等時間が８０時間を超える者の割合」は、昨年度と比較   

した場合、多くの校種、職種において減少している。しかし、中学校の教員等は２４．２％、

高等学校の副校長・教頭は１２．１％であり、引き続き各校において業務改善や校務の   

平準化を行い、働き方改革を進めていく必要がある。 

〇教諭等の「⑥月当たりの時間外在校時間」は高等学校（通信制・定時制）を除いて減少して

おり、業務改善が図られていると推測できる。 


